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泉キャンパス個人研究室、実習室等への

教員立ち入りに関する諸注意

3月34日 よ り、3号 館 、4号 館 、5号 館 の個人研 究室、実験 ・実習室等 に教員が入

るこ とが可能 とな りま した。各建物 の構 造の安 全は確認 され ま した。 しか し、2号 館

屋上の給水塔破損 によ りキ ャンパス全体 が断水、下水管破損の可能性有 り、3号 館 と4

号館 のエ レベーター室歪 み のた め使 用不可等 さまざまな障害が残 ってお り、従 前のよ

うな安 全性は確保 されて お りませ ん。教員の建物立ち入 りに関 して は、当面、以下 の

事柄 を厳守 して下 さい。

1.建 物立ち入 りに関す るル ール

① 教員立ち入りが可能な建物は1号 館、3号 館、4号 館 、5号 館 に限定。(2号

館、体育館 は不 可)

② 当面、平 日午前10時 ～午後4時45分 の時間帯 のみ とし、土 日は不 可。

③毎回、最初に1号 館1階 の泉キ ャンパス災 害対策本部 に立ち寄って氏名を記

入 し、終了後は退出の報告 をすること。

④今週(24日 、25日)は 、部 屋 の状況確認 と緊急 の物 品取り出 しに限定。片

付けに関しては、来週以降。

⑥当面のあいだ、学生のキャンパス立ち入 りは不可。 しばらくの間、ゼミ学生

に手伝ってもらっての片付けはできません。

2.建 物 立ち入 りおける禁止事項等

① 各建物の入館は、正面入 り口を使用すること。

②各建物の トイ レはすべて使用不可。1号 館1階 の トイ レを使用す る こと。

③ 各建物のエレベーターは使用不可。3号 館 は東端階段な い し西端 階段 を使用
＼し

、中央のエレベータ横階段は使用不可。

③2階 渡 り廊下(コ ミュニ ティセ ンターへ の廊下、3号 館一4号館 の間 の廊下)

は立ち入 り禁止。

④各部屋 にお いて機器のコンセン トは安全のために抜いてあるが、電気を使用

することは可能。余震の危険があるので、退出時には再度コンセ ントを抜 く

こと。各建物の情報ネッ トワークは作動 していない。
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個人研究室立ち入りに関する注意

許 可 され て い る事 項 は以 下 の通 り.

それ 以外 は禁 止

1.入 館 で き る建物 は,3,4,5号 館 のみ

2.入 館 で き る 日時 は

(ア)月 か ら金 曜:日

(イ)10:00か ら16:45ま で

蟄

3.1号 館1階,対 策本 部 で入 館,退 館 の 手続 き を

行 い,記 入 を行 う.

4.電 気 の使 用 は可.

退 出時 に は,プ ラ グ を コ ンセ ン トか ら必 ず 抜

く こ と.

注意 事 項

1.エ レベ ー タ は使 用 禁 止

2.ト イ レは使 用 禁 止

トイ レ使 用 は1号 館1階 のみ

3.ネ ッ トワー クは利 用 で き ない.


